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県
中
部
保
健
所
衛
生
薬
務
課
☎
０
５
４（
644
）９
２
８
３　
島
田
食
品
衛
生
協
会
☎
０
５
４（
644
）９
１
５
９

お
肉
の
生
食
や
加
熱
不
足
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
！

生
活
健
康
課
・
町
民
室　
☎（
56
）２
２
２
2　
住
民
生
活
室　
☎（
58
）７
０
７
０　

人
間
ド
ッ
ク
等
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

　
お
肉
の
生
食
や
、
焼
肉
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど
で
の

お
肉
の
加
熱
不
足
に
よ
る
Ｏ-

１
５
７
や
カ
ン
ピ
ロ
バ

ク
タ
ー
食
中
毒
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
特
に
小
さ
い
お
子
さ
ま
、
ご
高
齢
の
方
、
体
が
弱
っ

て
い
る
方
な
ど
は
、
食
中
毒
の
症
状
が
重
症
化
す
る
こ

と
が
あ
り
、
と
て
も
危
険
で
す
。

　

正
し
い
知
識
を
も
ち
、
家
庭
で
も
で
き
る
Ｏ-

１
５
７
や
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
食
中
毒
の
予
防
を
実
践

し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
腹
痛
、
下
痢
、
血
便
、
発
熱
な
ど
、
食
中
毒

が
疑
わ
れ
る
症
状
を
発
症
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に

医
療
機
関
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

「
Ｏ-

１
５
７
」・「
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
」食
中
毒

の
予
防
方
法

▼
お
肉
の
生
食
は
避
け
、
十
分
に
加
熱
す
る

　
お
肉
の
生
食
は
避
け
ま
し
ょ
う
。

　
お
肉
の
中
心
部
を
75
℃
で
１
分
間
以
上
加
熱
す
れ
ば　
　

　
菌
は
死
滅
し
ま
す
。

▼
生
肉
に
触
れ
た
手
で
食
べ
な
い

　
お
肉
を
焼
く
と
き
の
取
り
箸
、
ト
ン
グ
な
ど
は
専
用　

　
の
も
の
を
使
い
ま
し
ょ
う
。

▼
調
理
器
具
の
消
毒
を
十
分
に
行
な
う

　
お
肉
を
扱
っ
た
調
理
器
具
は
洗
剤
で
洗
い
、
熱
湯
等

　
で
消
毒
し
て
か
ら
他
の
食
品
の
調
理
に
使
い
ま
し
ょ　
　

　
う
。
肉
専
用
の
包
丁
や
ま
な
板
を
用
意
し
、
他
の
食　

　
材
と
の
共
用
を
避
け
る
こ
と
が
よ
り
効
果
的
で
す
。

▼
手
洗
い
を
十
分
に
行
な
う

　
お
肉
を
触
っ
た
後
や
ト
イ
レ
の
後
は
、
し
っ
か
り
手

　
洗
い
し
ま
し
ょ
う
。

　
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
て
い
る
方
に
は
、
人
間
ド
ッ
ク
な
ど
の
健
診
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　
な
お
、
助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
役
場
生
活
健
康
課
で
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
対
象

（
国
民
健
康
保
険
）

①
申
請
時
、
１
年
以
上
川
根
本
町
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

　
い
る
20
歳
以
上
の
人

②
国
民
健
康
保
険
税
を
完
納
し
て
い
る
人

（
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
）

①
川
根
本
町
に
住
所
が
あ
り
、後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
て
い
る
人

②
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る
人

③
年
度
内
に
、
ほ
か
の
医
療
保
険
が
実
施
す
る
人
間
ド
ッ
ク
な
ど

　
の
助
成
や
後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査
を
受
け
て
い
な
い
人

▼
申
し
込
み
方
法

①
各
自
受
診
を
希
望
す
る
健
診
機
関
に
、
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

②
予
約
が
と
れ
た
ら
、
受
診
す
る
日
の
14
日
前
ま
で
に
役
場
生
活

　
健
康
課
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
場
所
…
（
本
庁
） 

生
活
健
康
課 

町
民
室

　
　
　
　
　
　

 

（
総
合
支
所
）
住
民
生
活
室

　
申
請
す
る
と
き
の
持
ち
物
…
保
険
証
、
印
鑑

▼
受
診
方
法

①
申
請
後
、受
診
日
の
１
週
間
前
に「
受
診
証
」を
送
付
い
た
し
ま
す
。

②
送
付
さ
れ
た「
受
診
証
」を
持
っ
て
、予
約
し
た
健
診
機
関
で
ド
ッ

　
ク
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

③
受
診
当
日
、「
受
診
証
」
に
記
載
さ
れ
た
自
己
負
担
金
を
健
診
機

　
関
に
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

（
人
間
ド
ッ
ク
の
主
な
検
査
項
目
）

身
体
測
定
、血
圧
測
定
、心
電
図
、尿
検
査
、血
液
検
査
、視
力
検
査
、

眼
圧
検
査
、眼
底
検
査
、聴
力
検
査
、肺
機
能
検
査
、胸
部
Ｘ
線
検
査
、

消
化
管
検
査
、
超
音
波
検
査
な
ど
。

※
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
の
検
査
内
容
は
、
健
診
機
関
に
よ
り
異
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。詳
し
い
検
査
の
内
容
は
直
接
健
診
機
関
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■健診機関一覧 （平成27年４月１日～平成28年３月31日）
健診機関名 1泊ドック自己負担額 日帰りドック自己負担額 脳ドック自己負担額

静岡厚生病院（静岡市）
☎054-272-1466 19,120円 11,680円（バリウム） 単独受診 12,060円

13,180円（胃カメラ） 同時受診 9,140円
藤枝市立総合病院（藤枝市）

☎054-646-1117 ― 11,700円（バリウム） ―12,740円（胃カメラ）
市立島田市民病院（島田市）

☎0547-35-1601 ― 11,680円（バリウム） 単独受診 6,200円
12,680円（胃カメラ） 同時受診 6,200円

聖隷予防検診センター（浜松市）
☎0120-938-375 20,440円 12,340円（バリウム） 単独不可  　― 　

14,040円（胃カメラ） 同時受診 9,800円
藤枝平成記念病院（藤枝市）

☎054-646-6181 ― 12,000円（バリウム） 単独受診 11,400円
12,600円（胃カメラ） 同時受診 9,800円

総合健診センターヘルスポート（藤枝市）
☎054-636-6460 ― 12,340円（バリウム） 単独受診 12,340円

13,660円（胃カメラ） 同時受診 6,500円
聖隷健康サポートセンター（静岡市）

☎0120-283-170 ― 12,340円（バリウム） 単独受診 17,240円
14,040円（胃カメラ） 同時受診 11,680円

西焼津健診センター（焼津市）
☎054-620-6085 ― 11,300円（バリウム） 単独受診 8,700円

12,400円（胃カメラ） 同時受診 4,800円

※
表
で
示
し
た
額
は
自
己
負
担
額
。健
診
費
用
の

約
7
割
を
川
根
本
町
が
助
成
し
ま
す
。

※
た
だ
し
、健
診
機
関
に
よ
っ
て
は
、検
査
内
容
に

よ
り
金
額
が
異
な
り
ま
す
の
で
、申
込
時
に
健
診

機
関
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ここにも、一つの物語。
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福
祉
課
・
福
祉
室　
☎（
56
）２
２
２
４　
福
祉
介
護
室　
☎（
58
）７
０
７
１

お
知
ら
せ
し
ま
す
。２
つ
の
給
付
金（
平
成
27
年
度
）

【申請方法について】役場福祉課・福祉室　電話（56）2224　福祉介護室　電話（58）7071
【制度について】厚生労働省（２つの給付金に関する専用ダイヤル）電話0570（037）192

　
消
費
税
の
引
上
げ
に
際
し
、
所
得
の
低
い
方
々
や
子
育
て
世
帯
へ
の
影
響
を

緩
和
す
る
た
め
に
、
臨
時
的
な
措
置
と
し
て「
２
つ
の
給
付
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

１
．
支
給
要
件

【
臨
時
福
祉
給
付
金
】
→ 

所
得
の
低
い
方
の
負
担
を
緩
和
し
ま
す
。

①
支
給
対
象
者

　
平
成
27
年
度
分
の
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方
が
対
象
で
す
。

※
た
だ
し
、「
課
税
さ
れ
て
い
る
方
に
生
活
の
面
倒
を
見
て
も
ら
っ
て
い
る
場
合（
住
民
税
に

お
い
て
、ど
な
た
か
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る
場
合
）」「
生
活
保
護
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
」な

ど
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

②
支
給
額　
１
人
に
つ
き
６
千
円

③
基
準
日　
平
成
27
年
１
月
１
日

【
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
】
→ 
子
育
て
世
帯
の
負
担
を
緩
和
し
ま
す
。

①
支
給
対
象
者

　
平
成
27
年
度
６
月
分
の
児
童
手
当
を
支
給
さ
れ
る
方
が
対
象
で
す
。

※
た
だ
し
、特
例
給
付（
児
童
手
当
の
所
得
制
限
額
以
上
の
方
に
、児
童
１
人
当
た
り
月
額

５
千
円
を
支
給
し
て
い
る
も
の
）を
受
給
さ
れ
る
方
は
、対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
児
童
手
当
の
認
定
請
求
を
失
念
す
る
等
し
て
、 

平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当
の
対
象
と

な
る
児
童
分
の
支
給
が
受
け
ら
れ
な
い
方
に
つ
い
て
も
、支
給
対
象
に
な
り
得
る
の
で
、平

成
27
年
５
月
31
日
時
点
で
住
民
票
の
あ
る
市
区
町
村
の
窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

②
対
象
児
童　
支
給
対
象
者
の
平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当
の
対
象
と
な
る
児
童

③
支
給
額　
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
３
千
円

④
基
準
日　
平
成
27
年
５
月
31
日

２
．
申
請
方
法

【
臨
時
福
祉
給
付
金
】

①
申
請
先　
川
根
本
町
役
場
福
祉
課「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
窓
口

　
基
準
日（
平
成
27
年
１
月
１
日
）
時
点
で
住
民
票
が
川
根
本
町
に
あ
る
方
が
対
象
で
す
。

※
一
定
の
住
居
を
持
た
な
い
方
で
い
ず
れ
の
市
区
町
村
に
も
住
民
票
が
な
い
方
に
つ
い
て
は
、

基
準
日
の
翌
日
以
降
で
あ
っ
て
も
川
根
本
町
で
住
民
票
の
手
続
き
を
行
え
ば
申
請
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

※
Ｄ
Ｖ
被
害
者
や
児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
児
童
等
で
、
他
の
市
区
町
村
か
ら
住

民
票
を
移
さ
ず
に
川
根
本
町
に
お
住
ま
い
の
方
に
つ
い
て
は
、
川
根
本
町
で
申
請
を
受
け
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

②
申
請
期
間　
平
成
27
年
９
月
１
日（
火
）～ 

平
成
28
年
２
月
29
日（
月
）

③
提
出
書
類　
申
請
書　
８
月
上
旬
に
郵
送 （
役
場
福
祉
課
で
お
渡
し
）し
ま
す
。

【
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
】

①
申
請
先　
川
根
本
町
役
場
福
祉
課「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
窓
口

　
平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当
を
川
根
本
町
か
ら
受
給
さ
れ
る
方
が
対
象

　
で
す
。

※
右
記
以
外
の
方
で
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
や
児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
児
童
は
、
川

根
本
町
で
申
請
を
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
の
方
は
、
基
準
日（
平
成
27
年
５
月
31
日
）
時
点
で
住
民
票
が
川
根
本
町
に
あ

る
方
が
対
象
で
す
。（
勤
務
先
か
ら
案
内
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
も
ご
確
認
く
だ
さ

い
。）

②
申
請
期
間　
平
成
27
年
６
月
22
日（
月
）～ 

12
月
18
日（
金
）

③
提
出
書
類　
申
請
書　
６
月
上
旬
に
郵
送
し
て
い
ま
す
。

３
．
給
付
金
の
受
取
方
法

▼
申
請
書
に
記
載
し
た
指
定
口
座
に
入
金
さ
れ
ま
す
。

４　
ご
注
意

▼
平
成
27
年
度
は
、２
つ
の
給
付
金
の
ど
ち
ら
の
要
件
に
も
該
当
す
る
方
に
つ

い
て
は
、「
臨
時
福
祉
給
付
金
」と「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」の
両
方

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ
の
場
合
、両
方
の
給
付
金
に
つ
い
て
、そ

れ
ぞ
れ
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
原
則
と
し
て
、
申
請
期
間
外
の
申
請
は
受
け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
間
な
ど
は
、
各
市
区
町
村
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
川
根
本
町
以
外

が
申
請
先
と
な
る
方
は
、
事
前
に
そ
の
市
区
町
村
に
問
い
合
わ
せ
る
か
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
確
認
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

▼「
振
り
込
め
詐
欺
」
や「
個
人
情
報
の
詐
欺
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ご
自

宅
や
職
場
な
ど
に
市
区
町
村
や
厚
生
労
働
省
の
職
員
な
ど
を
か
た
っ
た
電

話
が
掛
か
っ
て
き
た
り
、
郵
便
が
届
い
た
ら
、
迷
わ
ず
、
お
住
ま
い
の
市

区
町
村
や
最
寄
り
の
警
察
署（
ま
た
は
警
察
相
談
専
用
電
話
＃
９
１
１
０
）

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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